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霧島市健康きりしま 21(第５次)計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務概要 

（１）件名 

    霧島市健康きりしま 21(第５次)計画策定支援業務委託 

（２）業務の目的 

   健康きりしま21（第５次）計画については、市の総合計画や国の制度改正との整合性を図りつ

つ、本市の実情や特性にあった計画の策定が必要である。したがって、高い専門知識と豊富な経

験、企画・提案力を有する受注候補者を選定するため、公募型プロポーザルの実施について必要

な事項を定めるものである。 

（３）業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

（４）履行期間 

契約締結日から令和10年３月31日 

（５）見積限度額 

7,400,000円(消費税及び地方消費税を含む。) 

（内訳）令和８年度 3,700,000円 

令和９年度 3,700,000円 

 

２.実施形式 

公募型プロポーザル方式とする。 

 

３.参加資格 

（１）参加要件 

次のすべての要件を満たしている者であること。 

ア 霧島市一般競争入札参加資格を有していること。 

イ 霧島市物品購入等に係る指名停止に関する要綱の規定による指名停止措置の期間中ではな

いこと。 

ウ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しないこと。 

エ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き又は民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続き中ではないこと。 

オ 直近１年間の法人税、消費税及び地方税を滞納していないこと。 

カ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団

体ではないこと。 

キ 健康増進計画、食育推進計画、母子保健計画策定支援業務の実績（本市以外の実績も含む）

があり、本業務を遂行する十分な能力を有していること。 

 

（２）参加に関する留意事項 

ア 参加事業者は、参加申込書の提出をもって本実施要領の記載内容を承諾したものとみなす。 

イ 本プロポーザル参加に関する必要な費用は、参加事業者の負担とする。 

ウ 参加事業者から実施要領に基づいて提出される書類の著作権は、原則として書類の作成者
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に帰属する。ただし、市は必要があるときは実施要領等に基づき、提出される書類の内容を無

償で使用することができるものとする。また、必要に応じて応募書類の内容の一部を加工して

使用する場合がある。 

エ 提出された書類については変更できないものとし、また、その理由に関わらず返却しない。 

オ 市が提示する資料は、参加に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。また、この検

討の範囲内であっても、市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させ、又は内容

を掲示することを禁止する。これを遵守できなかった場合には失格とする。 

カ 参加申込書提出日から委託事業者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当する場合

の応募は無効とする。 

①同一の参加事業者が複数の提案を行った場合 

②同一事項に対し、２通り以上の書類が提出された場合 

③記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

④虚偽の内容が記載されている場合 

⑤審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑥著しく信義に反する行為があった場合 

（３）その他 

ア 市が提出する資料及び質問への回答書又は、本実施要領に定めるもの以外で、必要な事項が

生じた場合の通知は、本実施要領等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。 

イ 審査結果の通知はメールで連絡する。また、受託候捕者決定は市ホームページにも公開する。 

ウ 選考結果についての不服及び異議申し立ては認めない。 

エ 参加事業者が１者であっても本プロポーザルは継続するものとする。 

 

４ スケジュール  

  本プロポーザル実施の日程は次表のとおりである。 

項 目 期 日 

公募開始 令和８年６月24日（水） 

参加申込書受付 令和８年７月15日（水）午後５時まで 

参加資格審査結果通知 令和８年７月17日（金）までに随時通知 

質問の受付 令和８年７月22日（水）午後５時まで 

質問への回答 令和８年７月28日（火）までに随時回答 

企画提案書等の受付期限 令和８年７月30日（木）午後５時必着 

プレゼンテーションの実施 令和８年８月６日（木） 

受託者候補の決定 令和８年８月中旬 

受託者候補からの見積徴収、受託者決定 令和８年８月下旬～９月上旬 

 

（１）実施要領等の公表 

公表場所：霧島市ホームページ 

公表資料：実施要領、仕様書、様式集等 

公募期間：令和８年６月24日（水）～令和８年７月15日（水）午後５時まで 

（２）質問の受付 

本プロポーザルに関する質問は、次のとおり受け付ける。 
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ア 質問書（様式１）に内容を簡潔に記載し、電子メールにより提出すること。 

なお、電子メール標題は「健康きりしま21（第５次）計画等プロポーザル質問」とし、電子

メール送信後は、確認のために９の担当宛てに電話連絡を行うこと。 

イ 受付期限は、令和８年７月22日（水）午後５時までとする。 

ウ 電話及び口頭等の個別対応は行わない。 

（３）質問の回答 

質問への回答は質問者の名前を伏せた質問回答書を速やかに本市ホームページヘ掲載するこ

とにより行う。質問に対する回答は、本要領及び仕様書の追加又は修正とみなす。 

また、本プロポーザルヘ参加する業者数や業者名、選定委員に関することなど提案書の作成に

関係ない内容や事務局がプロポーザルの評価等に影響を及ぼすと判断した内容の質問は受理し

ない。 

 

５.提出書類 

（１）参加申込書（兼参加資格審査申請書）及び参加資格要件確認書 

ア 提出期限 令和８年７月15日（水） 午後５時（郵送の場合期限内必着） 

イ 提出書類 

①参加申込書（兼参加資格審査申請書）（様式２） 

②参加資格要件確認書（様式３） 

③健康増進計画、食育推進計画、母子保健計画の策定支援業務実績がわかる事業実績表（様

式４） 

④提出書類受領書（様式８） 

ウ 提出方法 

持参又は郵送（配達記録等が残るものを使用すること）により１部提出すること。 

（２）企画提案書及び見積書 

ア 提出期限 令和８年７月30日（木） 午後５時（郵送の場合期限内必着） 

イ 提出書類 

次表のとおりとする。なお、サイズは原則Ａ４版とする。 

 内容 提出部数及び提出方法 

１ 
企画提案書かがみ 

（様式５） 

要押印（原本１部、写し10部） 

※印鑑は実印を押印すること。 

２ 会社概要書（様式６） 
事業内容、経営実態をわかりやすく記載すること。 

（同様の内容が分かるパンフレット等でも可） 

３ 
業務実施体制調書 

（様式７） 

・本業務を担当する管理責任者１人及び予定スタッフ全員に

ついて記入すること。 

・本業務について、他企業やアドバイザー等の社外の協力体制

がある場合は、その内容も含めて記載すること。 
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４ 企画提案書（任意様式） 

以下の項目順に、業務の進め方や手法について、提案内容や

アピールポイントを簡潔明瞭に記載すること。 

①現状の把握 

 霧島市の健康きりしま21（第４次）計画の概要や各種事業の

現状について把握している内容を記載すること。 

②分析及び課題抽出方法 

 仕様書「５業務内容〈令和８年度業務〉（１）」の項目に対し、

過去の計画策定業務等で行った事例や御社の人材やノウハ

ウ、経験、強みを活用してどのように評価・分析・課題の抽

出ができるかその方法について具体的に記載すること。 

③課題解決の支援方法 

 仕様書「５業務内容〈令和８年度業務〉（１）」で抽出された

課題に対し、過去の計画策定業務等で行った事例や御社の人

材やノウハウ、経験、強みを活用してどのように課題の解決

支援が行えるか具体的に記載すること。(提案書作成段階で

の課題抽出は求めません。今後想定される課題や過去の事例

等を基に、どのような支援ができるか記載してください。) 

④編集・表現 

 わかりやすく見やすい計画書になるよう工夫する点を記載

すること。 

５ 業務工程表（任意様式） 本市と事業者の役割分担を明示すること。 

６ 参考見積書（任意様式） 本業務に必要な経費を年度毎に内訳を詳細に記入すること。 

７ 提出書類受領書（様式８） ― 

ウ 提出方法 

持参又は郵送（配達記録等が残るものを使用すること）により提出すること。 

（３）辞退表明 

参加申込後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式９）及び提出書類受領書（様式８）を

提出すること。 

（４）その他 

・提出期限までに提出先に提出されなかった書類は、いかなる理由があっても受理しない。 

・提出期限以降の書類の差替及び再提出は認めない。 

・提出された書類は、業務委託の業者選定の目的のみ使用し、他の目的には使用しない。 

 

６ 提案書等の審査 

（１）プレゼンテーションの実施日 

令和８年８月６日（木） 

参加事業者が多い場合は、実施日の変更や説明時間等を変更することがある。 

（２）実施方法 

・提案書が提出された順に提案書に基づき説明（30分以内）し、質疑応答（15分以内）を行う。 
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・出席者は３名までとする。また、パソコンを使用する場合は、各自準備すること。(スクリ

ーンやプロジェクター等は市で準備する。) 

・準備、撒収は、審査前後の休憩時間に行うこと。 

・選定委員会の審査は非公開とする。 

・欠席の場合は、本件審査対象から除外する。 

（３）審査基準 

審査項目 審査基準 

業務の 

執行体制 

・業務責任者の経験、資格や本業務の組織体制、人数等は十分に配置

されているか。業務執行の進捗管理方法は適切か。 

・専門的な知識やノウハウ、経験が豊富な人材が配置されているか。 

現状の把握 ・霧島市の現計画の概要や状況を把握しているか。 

分析及び 

課題抽出 

・現状や調査結果から課題を抽出する手順は、具体的かつ的確な方法

が提案されているか。 

課題解決の支援 

・様々な課題の解決方法は、具体的な方法が提案されているか。 

・事業者が保有する人材やノウハウ、経験、強みを生かした支援策が

示されているか。 

編集・表現 ・わかりやすく見やすい計画書となる工夫が提案されているか。 

見積金額 ・見積額は業務委託の内容に対して適正か。 

総合評価 
・本市の特性及び地域の実情を理解し、本市にとって有益な提案がさ

れているか。 

（４）審査及び受注候補者選定方法 

業務委託の契約相手方となる候補者の選定については、本市で設置する選定委員会において、

企画提案書等を提出した事業者の審査及び選定を厳正かつ公平に行い、優先交渉候補者及び次

点者を決定する。 

・選定は、提出書類及びプレゼンテーションの審査により行う。ただし、必要に応じてヒアリン

グを行うことがある。 

・各選定委員の審査結果を参考に、選定委員会で協議を行い優先交渉候補者及び次点者を選出し、

順次、随意契約の交渉を行う。ただし、審査結果によっては、次点者との交渉は行わない場合

がある。 

・参加者が１者の場合でも審査を行い、提案内容の審査及び提案事業者への委託の可否の協議を

行う。 

（５）選定結果の通知 

選定結果は、参加事業者に対し、電子メールにて通知する。また、本市ホームページでも選定

結果を公表する。選定結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては受け付けない。 

 

７ 契約締結の流れ 

優先交渉候補者と霧島市で、提案書に逸脱しない範囲で仕様について協議し、仕様を確定させた

後に再度見積書を徴取し契約を締結する。ただし、優先交渉候補者が辞退したり契約が不調に終わ

った場合は、次に得点の高い者から順に契約締結の協議を行う。 

 

８ 資格の喪失 
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  選定委員会が、次のいずれかに該当すると認めた場合は、参加又は受注候補者の資格を喪失する。 

  ・提出書類やプレゼンテーションの内容に虚偽があった場合 

  ・提出された見積額が提案限度額を超過している場合 

  ・会社更生法の適用を申請するなど、契約の履行が困難な状態に至った場合 

  ・審査の公平性を害する行為があった場合 

  ・前各号に定めるほか、審議に影響を与えるような不誠実な行為があった場合 

 

９ 事務局及び各種書類提出先 

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央三丁目44番10号 

霧島市役所 保健福祉部 健康増進課 

健康づくり推進グループ（霧島市総合保健センター内）担当：冨吉 

電話：0995-64-0905（直通） Fax：0995-64-0951 

Ｅメールアドレス：kenkou@city-kirishima.jp 
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